令和6年度　苦情相談一覧（計2件）

・相談日：令和6年8月2日
　相談者：利用者家族
　内　容：ご家族が差し入れのために持参した食べ物を職員に取り上げられた。
　　　　　
　原　因：当該利用者は持病のためカロリーコントロールや水分制限がある。
　　　　　施設の規則として差し入れは可となっているが、食事制限や嚥下障害等があり食事を摂ることに対して高いリスクを伴う方については『適量』と『職員に確認をしてもらってから』という条件での差し入れを持ってきていただくことで御理解・協力をしていただいていたが、今回は職員が確認を求めた際に確認をさせてもらえなかったため、荷物を取り上げようとしたため家族と口論をなってしまった。
　　　　　
対　策：職員が無理に持参したものを取り上げようとしたことに対しての謝罪をする。
再度、御家族との話し合いの場を持ち、持病が悪化するとどうなるのか。施設での食べ物の持ち込みについてのご約束を再確認し御家族も納得された。
　　　　

・相談日：令和6年10月11日
　相談者：利用者家族
　内　容：怪我の報告について
　　　　　下肢の内出血があり、施設での処置を継続していたが、数日たち皮膚が破けてしまい蜂窩織炎に罹患し入院をすることになった。
　　　　　家族としては足がこんな状態になっていることは知らなかった。もう少し早く情報が欲しかった。入院先の病院についても治療状況について何の話しもないので心配している。

原因：施設内での情報の共有ができておらず患部の進行状況の把握が遅くなり
　　　　連絡や受診が遅くなってしまった。

　対策：怪我や事故、本人の状態変化についての情報共有（施設内・ご家族）をマメにを行う。早期発見、早期報告に努める。
　　　　　

